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シンジケートカバー取引の報告に関する規則  

 

（目 的）  

第１条 この規則は，取引参加者規程第 17条の規定に基づくシンジケー

トカバー取引（次条に規定するシンジケートカバー取引をいう。）の報

告等に関し，必要な事項を定める。  

 

（シンジケートカバー取引の報告等）  

第２条  取引参加者（取引参加者規程第２条第２項に規定する現物取引

参加者，同条第４項に規定するＩＰＯ取引参加者又は同条第６項に規

定するジャスダック取引参加者をいう。以下同じ。）は，次の各号のい

ずれかに掲げる行為を行った場合には，本所が定めるところにより，

本所に取引内容の報告を行うものとする。  

(1) 本所の市場における自己の計算によるシンジケートカバー取引

（オーバーアロットメント（有価証券の募集又は売出し（以下「募

集等」という。）に当たり，元引受契約を締結した金融商品取引業者

又は外国証券業者（以下「元引受金融商品取引業者等」という。）が，

当該募集等の予定数量のほかに，当該募集等に係る有価証券と同一

銘柄の有価証券（以下「募集等対象銘柄」という。）について同一条

件で追加的に売出しを行うことをいう。以下同じ。）を行った元引受

金融商品取引業者等が，有価証券の募集等の申込期間が終了した後

に，当該オーバーアロットメントにより生じたショート・ポジショ

ン（有価証券の売付けに係る持ち高をいう。）を減少させるために行

う当該元引受金融商品取引業者等の計算による募集等対象銘柄の買

付けをいう。以下同じ。）  

(2) 本所の市場におけるシンジケートカバー取引の受託（シンジケー

トカバー取引であることを取引参加者が知った場合に限る。）  

２ 取引参加者は，シンジケートカバー取引又はグリーンシューオプシ
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ョン（オーバーアロットメントを行う元引受金融商品取引業者等が有

価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対

象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができ

る権利をいう。以下同じ。）の行使が完了した場合には，本所が定める

ところにより，本所にその旨及びシンジケートカバー取引又はグリー

ンシューオプションの行使の総数量等の報告を行うものとする。  

３ シンジケートカバー取引に係る有価証券等清算取次ぎについては，

有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該シンジケートカバ

ー取引を行う者とみなして前２項の規定を適用する。  

４ 本所は，第２項の報告に係る書面を公衆の縦覧に供することができ

るものとする。  

 

 

付 則  

この規則は，平成 14年１月31日から施行し，同日以降に元引受契

約が締結される有価証券の売出しについて適用する。  

付 則  

この規則は，平成 14年７月16日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年４月２日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年９月30日から施行する。  
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付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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有価証券の売買等の審査に関する規則  

 

 

（目 的）  

第１条 この規則は，取引参加者規程第 17条の規定に基づき，本所の市

場における有価証券の売買等に関し本所が行う審査及びそれに必要な

報告又は資料の提出の請求等について，必要な事項を定める。  

２ 前項の審査は，本所の市場における有価証券の売買等に関し，法令

若しくは法令に基づく行政官庁の処分若しくは本所の定款，業務規程，

受託契約準則その他諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反し，又

は取引の信義則に背反する行為（以下「違反行為」という。）及び違反

行為に該当するおそれのある行為を発見し，併せて，これらの行為に

関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ，もって違反行為及び

違反行為に該当するおそれのある行為の防止を図るとともに，本所及

び取引参加者等の信用を確保し，公益及び投資者の保護に資すること

を目的とする。  

 

（審査対象取引）  

第２条 本所は，次の各号に掲げる有価証券の売買等について，審査を

行うものとする。  

(1) 値段又は取引高の変動の状況が不自然な銘柄，限月取引又は限日

取引の取引  

(2) 上場有価証券の発行者に係る金融商品取引法（昭和 23年法律第25

号。以下「法」という。）第166条第１項に規定する業務等に関する

重要事実及び上場有価証券に係る法第 167条第３項に規定する公開

買付け等事実（以下「重要事実等」という。）が公表された銘柄の売

買等  

(3) その他本所が審査の必要があると認めた有価証券の売買等  
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（審査項目）  

第３条 前条各号に掲げる有価証券の売買等の審査は，次の各号に掲げ

る項目その他の項目のうち必要なものについて行うものとする。  

(1) 値段及び取引高の変動の状況  

(2) 取引参加者による売付け又は買付けの状況  

(3) 委託者に関する事項及び当該委託者による売付け又は買付けの委

託の状況  

(4) 重要事実等の内容及びその公表に関する事項  

(5) 上場有価証券の発行者の幹事である現物取引参加者，ＩＰＯ取引

参加者又はジャスダック取引参加者の売買等の状況  

 

（審査のための資料等の請求）  

第４条  本所は，前条各号に掲げる有価証券の売買等について審査を行

うため必要があると認めたときは，取引参加者に対し，口頭若しくは

文書等による報告又は資料の提出を請求するものとする。  

２ 取引参加者は，本所から前項の請求があったときは，正当な理由が

ないのに，これを拒んではならない。  

３ 第１項の規定による請求に対する報告又は資料の提出は，本所が定

める方法により遅滞なく行うものとする。  

 

（取引参加者の子会社・親会社である外国金融商品取引業者等からの受

託に係る報告等）  

第５条  前条の報告又は資料の提出の請求には，取引参加者が当該取引

参加者の子会社（取引参加者が他の会社の総株主の議決権（株主総会

において決議をすることができる事項の全部につき議決権行使をする

ことができない株式についての議決権を除き，会社法第 879条第３項の

規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
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含む。以下同じ。）の50パーセント以上を有している場合における当該

他の会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第２条第４号に規定

する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の 50パーセン

ト以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。）で

ある外国において金融商品取引業等に類似する業を行う外国法人（以

下「外国金融商品取引業者等」という。）から有価証券の売買等を受託

した場合（他の子会社又は親会社である外国金融商品取引業者等を通

じて受託した場合を含む。）において，本所が，この規則に基づく審査

の過程で，違反行為が行われた疑いが強いため必要があると認めて，

当該取引参加者に対し，当該有価証券の売買等に係る当該外国金融商

品取引業者等の委託者に関する事項又は当該委託者による売付け若し

くは買付けの委託の状況（当該有価証券の売買等が当該外国金融商品

取引業者等の計算によるものである場合は，当該外国金融商品取引業

者等に関する事項又は当該外国金融商品取引業者等による売付け若し

くは買付けの委託の状況）その他の事項について，口頭若しくは文書

等による報告又は資料の提出を請求する場合を含むものとする。この

場合において，取引参加者の子会社又は親会社が法令上の守秘義務を

負っていることその他の事由により当該請求に応じることが困難な場

合は，本所にその旨及び理由を示した文書の提出等を行うこととし，

当該取引参加者が当該請求に応じないことについて正当な理由がある

と本所が認めたときには，前条第２項に規定する正当な事由があるも

のとする。  

２ 前項の場合において，取引参加者の子会社が他の会社の総株主の議

決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社及び

他の会社が取引参加者の子会社の総株主の議決権の 50パーセント以上

を有している場合における当該他の会社は，当該取引参加者の子会社

とみなす。  

３ 第１項の場合において，他の会社が取引参加者の親会社の総株主の
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議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社及

び取引参加者の親会社が他の会社の総株主の議決権の 50パーセント以

上を有している場合における当該他の会社は，当該取引参加者の親会

社とみなす。  

４ 本所は，第１項に規定する請求を行う場合には，当該取引参加者に

対し，当該請求の目的及び理由を口頭又は文書等により明示するもの

とする。  

 

（取引参加者に対する注意の喚起等）  

第６条 本所は，有価証券の売買等の審査の結果，取引参加者の行為が

違反行為又は違反行為に該当するおそれのある行為であると認めた場

合において必要があると認めたときは，当該取引参加者に対し，注意

の喚起を行うものとする。  

２ 本所は，前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要が

あると認めたときは，当該取引参加者に対し，改善措置等について文

書による報告を求めるものとする。  

 

（上場有価証券の発行者に対する注意の喚起等）  

第７条  本所は，有価証券の売買等の審査の結果，上場有価証券の発行

者の行為が法令に違反する行為若しくは法令に違反する行為に該当す

るおそれのある行為であると認めたとき又は会社情報に係る不公正取

引の防止のための社内体制が十分でないと認めた場合において必要が

あると認めたときは，当該上場有価証券の発行者に対し，注意の喚起

を行うものとする。  

２ 本所は，前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要が

あると認めたときは，当該上場有価証券の発行者に対し，改善措置等

について文書による報告を求めるものとする。  
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（有価証券等清算取次ぎに対する適用）  

第８条  有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては，有

価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を

行う者とみなしてこの規則を適用する。  

 

(注) この規則における用語の意義は，次に掲げる規則において定める

ところによる。  

(1) 指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例  

(2) 個別証券オプション取引に関する業務規程，信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の特例  

(3) 指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例  

(4) 取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の

特例  

 

 

付 則  

この規則は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年４月２日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  
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この規則は，平成 20年４月21日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年６月16日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年12月30日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 24年２月27日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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売買監理銘柄に関する規則  

 

 

（目 的）  

第１条 この規則は，公正な価格形成及び円滑な流通を確保するため，

株券等の買集めに関し，売買又はその受託に関する必要な規制措置等

を行うとともに，取引参加者規程第 17条の規定に基づく売買内容等の

報告について特別の取扱いを行う銘柄（以下「売買監理銘柄」という。）

につき，必要な事項を定める。  

２ この規則の変更は，取締役会の決議により行う。ただし，変更の内

容が軽微な場合は，この限りでない。  

３ 前項に規定する取締役会の決議においては，自主規制委員会の同意

を得るものとする。  

 

（売買監理銘柄への指定）  

第２条 本所は，特定の銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数

買い集めている者により当該株券等につき大量保有報告書が提出され

ている場合（当該買い集めている者により既に株券等保有割合が 100

分の５以下となった旨の変更報告書が提出されている場合を除く。）に

おいて，当該銘柄の株券等について価格の変動その他売買状況等に著

しい異常があると認めるときは，その銘柄を売買監理銘柄に指定する。 

 

（指定の通知等）  

第３条 本所は，売買監理銘柄への指定を行った場合には，その旨を取

引参加者に通知する。  

 

（規制措置等）  

第４条 本所は，売買監理銘柄について，業務規程又は個別証券オプシ
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ョン取引に関する業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準

則の特例に基づき，売買等又はその受託に関し必要な規制措置を行う。 

２ 本所は，売買監理銘柄が信用取引を行うことができる銘柄である場

合には，その信用取引残高を日々公表する。  

 

（売買内容等の報告義務）  

第５条 取引参加者は，売買監理銘柄について，次の各号に定めるとこ

ろにより，本所に売買内容等の報告を行うものとする。  

(1) 売買監理銘柄への指定日前の本所が必要と認めた期間の売買内容

等の報告は，本所が定めるところにより，本所が報告を求めた日の

属する週の翌週金曜日（休業日に当たるときは，順次繰り下げる。

次号において同じ。）までに行うものとする。  

(2) 売買監理銘柄への指定日から次条の規定に基づき指定の解除が行

われるまでの期間の売買内容等の報告は，本所が定めるところによ

り，売買等の行われた日の属する週の翌週金曜日までに行うものと

する。  

 

（指定の解除）  

第６条 本所は，売買監理銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当

数買い集めている者により株券等保有割合が 100分の５以下となった

旨の変更報告書が提出された場合又は売買監理銘柄について価格の変

動その他売買状況等を勘案して必要がないと認める場合には，その指

定の解除を行う。  

２ 第３条の規定は，前項の指定の解除について準用する。  

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用）  

第７条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては，有

価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を
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行う者とみなしてこの規則を適用する。  

 

(注) 個別証券オプション取引に係る用語の意義は，個別証券オプショ

ン取引に関する業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

の特例において定めるところによる。  

 

 

付 則  

この規則は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 20年４月21日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規

則 

 

 

（目的）  

第１条  この規則は，取引参加者規程第 21条の規定に基づき，取引参加

者が整備する売買管理体制について，必要な事項を定める。  

２ 前項の売買管理体制の整備は，取引参加者が社内規則の制定その他

の必要な措置を講じることにより，本所の市場における有価証券の売

買に関して，取引参加者における不公正取引を防止し，もって本所及

び取引参加者の信用を確保し，公益及び投資者の保護に資することを

目的とする。  

 

（社内規則の制定）  

第２条  取引参加者は，取引参加者がその顧客による不公正取引を防止

するために行う売買管理に関して，次の各号に掲げる事項を定めた社

内規則を整備することとする。  

(1) 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する

事項  

(2) 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に関する事項  

(3) 売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項  

(4) 売買審査の対象となる顧客の抽出に関する事項  

(5) 顧客に対して行う売買審査に関する事項  

(6) 売買審査の結果に基づく措置に関する事項  

(7) その他必要と認められる事項  

 

（顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握）  

第３条  取引参加者は，適宜，モニタリング（顧客の売買商品，取引手
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法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。）

を行い，顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に努めるものと

する。  

 

（売買審査）  

第４条  取引参加者は，次の各号の規定に従い，売買審査を行うものと

する。  

(1) 売買審査の対象となる顧客の抽出は，別表「売買審査の対象とな

る顧客の抽出に関する表」に掲げる銘柄及び顧客について，本所が

別に定める抽出基準に従い行うものとする。ただし，別表「売買審

査の対象となる顧客の抽出に関する表」５に掲げる銘柄及び顧客を

除き，当該抽出基準によることが過重な経済的負担を必要とする場

合その他の当該抽出基準により売買審査を行うことが困難と認めら

れる場合には，当該取引参加者における顧客管理体制等を勘案し，

適切と認められる抽出基準に変更することができるものとする。  

(2) 前号ただし書の規定にかかわらず，非対面取引（顧客がインター

ネット等を利用することによりその顧客の注文が機械的に認識又は

処理される取引をいう。以下同じ。）については，本所が別に定める

抽出基準に従い抽出される顧客の数が一般的に適切と評価される売

買審査の体制を勘案し過大であり，かつ，本所が別に定める分析に

係る項目に従い売買審査を併せ行うこと等により，前号本文の規定

により抽出される顧客に対して審査を行った結果と比較して，同程

度の審査結果が得られると認められる場合を除き，当該抽出基準を

変更することができないものとする。  

(3) 前２号により抽出された顧客が行った取引については，本所が別

に定める分析に係る項目その他の項目のうち必要なものについて売

買審査を行うものとする。  

(4) 前号に定める売買審査を行った結果，不公正取引につながるおそ
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れがあると認識した場合には，当該取引を行った顧客に対し注意の

喚起を行い，その後も改善が見られない場合には，当該顧客に対し

て注文の受託の停止その他の適切な措置を講じなければならない。  

(5) 第３号に定める売買審査を行った結果，内部者取引のおそれがあ

ると認識した場合には，本所が定めるところにより，次のａ及びｂ

に掲げる事項を本所に遅滞なく報告しなければならない。  

ａ 売買審査の結果  

ｂ 顧客に対して注意の喚起を行い，又は注文の受託の停止その他

の措置を講じた場合においては，当該注意喚起又は措置の内容  

 

（社内記録の作成，保存）  

第５条  取引参加者は，次に掲げる事項について社内記録を作成し，５

年間保存するものとする。  

(1) 非対面取引に係る抽出基準を変更した場合における変更理由  

(2) 前条第３号に規定する売買審査の結果（不公正取引に該当しない

ことが明らかな場合を除く。）及び顧客に対して行った措置  

 

（自己売買に係る管理）  

第６条  取引参加者は，自己の計算による売買について，当該取引参加

者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。 

 

（社内規則の見直し等）  

第７条  取引参加者は，第２条の社内規則について，役職員に周知及び

徹底を図り，市場及び取引の実態に応じて，売買管理の業務を担当す

る部門に見直しを行わせることなどにより，その実効性を確保するも

のとする。  
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付 則  

この規則は，平成 18年６月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 18年10月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年６月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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別表  

売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表  

 

 売買審査の対象となる顧客の抽出は，以下に掲げる銘柄の区分に応じ

て，当該各区分に定める顧客について行うものとする。  

 

 銘 柄  顧 客  

１ 

当該取引参加者の売買関与率が高

い銘柄  

特定の銘柄について，売買関与率の

高い顧客  

 

２ 

当該取引参加者が立会終了時を含

む一定の時間帯において売買を行

った銘柄  

 

特定の銘柄について，立会終了時を

含む一定の時間帯において売買を行

った顧客  

３ 

当該取引参加者が同一時刻及び同

一値段における売付け及び買付け

を行った銘柄  

特定の銘柄について，同一時刻及び

同一値段における売付け及び買付け

を行った顧客  

４ 

 

当該取引参加者が目立った注文の

取消し又は劣後する値段への変更

を行った銘柄  

特定の銘柄について，目立った注文

の取消し又は劣後する値段への変更

を行った顧客  

５ 

当該取引参加者が重要事実の公表

前に売買を行った銘柄  

特定の銘柄について，重要事実の公

表前に売買を行った顧客のうち，売

買状況等から内部者取引を行った疑

いのある顧客  

６ 

当該取引参加者が売買を行った全

ての銘柄  

金融商品取引所又はその取引参加者

等から不公正取引の疑いについて情

報提供が行われた場合において，そ

の対象となった顧客  

７ 

当該取引参加者が売買を行った全

ての銘柄  

 

その他不公正取引を行った疑いのあ

る顧客  

（注）１  上記１から４については，取引参加者が売買を行った全ての銘柄につ

いて，売買審査の対象となる顧客を抽出することができる。  

２  法第２条第８項第 12 号ロの投資一任契約及び金融商品取引業等に関

する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）第 123 条第１項第 13 号イ

からホまでに掲げる行為については，その顧客を抽出の対象から除く

ことができる。  
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３  上記５を除き，本所が定める売買立会によらない売買及び本所の市場

外における売買については，その顧客を抽出の対象から除くことがで

きる。  
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取引参加者における上場適格性調査体制に関する規則  

 

 

（目的）  

第１条 この規則は，取引参加者規程第 21条の３の規定に基づき，幹事取

引参加者が整備する上場適格性調査体制について，必要な事項を定める。 

２ 前項の上場適格性調査体制の整備は，幹事取引参加者が社内規則の制

定その他の必要な措置を講じることにより，本所の取引参加者として本

所の市場への上場の適格性に関する調査の水準を維持・向上し，もって

本所及び取引参加者の信用を確保し，公益及び投資者の保護に資するこ

とを目的とする。  

 

（定義）  

第２条 この規則において使用する用語の意義は，この規則において別に

定める場合を除き，有価証券上場規程（その特例を含む。）において定め

るところによるものとする。  

 

（上場適格性調査の実施）  

第３条 幹事取引参加者は，次の各号に掲げる有価証券の新規上場申請を

行おうとする者及びその企業グループについて，当該各号に定める事項

に適合する見込みがあるかどうかの調査（以下「上場適格性調査」とい

う。）を行うものとする。  

(1) 新規上場申請（ＪＡＳＤＡＱ又は社会資本整備市場への新規上場申

請は除く。）が行われる株券，優先出資証券又は外国株預託証券等（株

券上場審査基準第４条第３項の規定の適用を受ける株券，優先出資証

券又は外国株預託証券等を除く。）  

  株券上場審査基準第２条第１項各号に掲げる事項  

(2) ＪＡＳＤＡＱへの新規上場申請が行われる株券（ＪＡＳＤＡＱにお

ける有価証券上場規程（以下「ＪＱ有価証券上場規程」という。）第 15
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条の規定の適用を受ける株券を除く。）  

  ＪＱ有価証券上場規程第 10条第１項各号又は第２項各号に掲げる事

項 

(3) 社会資本整備市場への新規上場申請が行われる株券等  

  社会資本整備市場上場審査基準第２条各号に掲げる事項  

(4) 外国投資証券  

  外国投資証券に関する有価証券上場規程の特例第６条各号に掲げる

事項  

(5) ベンチャーファンド  

  ベンチャーファンドに関する有価証券上場規程の特例第６条各号に

掲げる事項  

(6) 不動産投資信託証券  

  不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例第４条第１項

第３号に掲げる事項  

 

（監査人からの意見聴取）  

第４条 幹事取引参加者は，上場適格性調査の対象となる者の財務諸表等

又は中間財務諸表等若しくは四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認

会計士等から意見を聴取するものとする。  

 

（幹事取引参加者の交代等があった場合の対応）  

第５条 幹事取引参加者は，新規上場申請を行おうとする者に係る次の各

号に掲げる事実を知ったときは，その理由を確認するとともに，当該確

認した内容の合理性について十分な検討を行うものとする。  

(1) 指名を予定していた幹事取引参加者の交代  

(2) 選任又は選任を予定していた財務諸表等又は中間財務諸表等若しく

は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の交代  

(3) 新規上場申請を予定していた金融商品取引所等の変更  
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（社内記録の作成，保存）  

第６条 幹事取引参加者は，新規上場申請を行った者に対する上場適格性

調査について，次の各号に掲げる社内記録を作成し，新規上場申請日か

ら５年間当該記録及び記録作成の基となる資料及び情報を保存するもの

とする。  

(1) 上場適格性調査において収集した資料及び情報（上場適格性調査の

結果に影響を及ぼすと認められるものに限る。）並びに当該資料及び情

報に対する分析及び評価の内容に係る記録  

(2) 上場適格性調査の結果の形成過程に係る記録  

 

（上場日までの企業動向の把握）  

第７条 幹事取引参加者は，新規上場申請を行った者について，当該新規

上場申請後，上場日までの期間において，上場適格性調査の結果に影響

を及ぼすおそれのある事象を認めた場合には，直ちに当該事象に係る内

容を本所へ報告するものとする。  

 

（上場適格性調査の独立性の確保）  

第８条 幹事取引参加者は，次の各号に適合する組織体制を整備するもの

とする。ただし，幹事取引参加者が上場適格性調査において独立した意

見形成を行うことができる体制を実質的に構築しているものと本所が認

める場合は，この限りでない。  

(1) 上場適格性調査を行う部門（以下「上場適格性調査部門」という。）

を設置すること。  

(2) 上場適格性調査部門において上場適格性調査を行う担当者は，新規

上場案件等を獲得するための営業推進業務及び新規上場を申請する者

に対する指導業務に携わらないこと。  

(3) 上場適格性調査部門を担当する役員は，新規上場案件等を獲得する

ための営業推進業務を行う部門及び新規上場を申請する者に対する指

導業務を行う部門を担当しないこと。  
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（社内規則等の制定）  

第９条 幹事取引参加者は，上場適格性調査の実施及び上場適格性調査部

門による独立した意見形成のために必要な事項を定めた社内規則等を整

備するものとする。  

 

（社内検査の実施）  

第10条 幹事取引参加者は，前条の社内規則等について，遵守状況に関す

る定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることにより，

その実効性を確保するものとする。  

 

 

付 則  

この規則は，平成20年７月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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検 査 規 程  

 

（目 的）  

第１条 この規程は，定款第９条，同第 10条，取引参加者規程第 42条及

び同第52条の規定に基づき，本所が行う取引参加者の検査及びその結

果に基づく措置に関し，必要な事項を定める。  

２ 前項の検査は，取引参加者の法令若しくは法令に基づく行政官庁の

処分若しくは本所の定款，業務規程，受託契約準則その他諸規則若し

くはこれらに基づく処分又は取引の信義則（以下「法令等」という。）

の遵守の状況及び業務又は財産の状況を調査し，当該調査の結果に基

づき必要な措置を講じ，もって取引参加者の信用を確保し，公益及び

投資者の保護に資することを目的とする。  

 

（検査員）  

第２条 検査は，本所の職員のうちから自主規制担当役員が任命した者

（以下「検査員」という。）が行う。ただし，自主規制担当役員が必要

があると認めるときは，補助員を使用することができる。  

 

（検査員の権限）  

第３条 検査員は，取引参加者の役員又は従業員に対し，第１条第２項

に規定する調査を行うため必要があると認める帳簿，書類その他の物

件の提示若しくは閲覧，資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内

容を記載した文書の作成を要求することができる。  

 

（検査員の義務）  

第４条 検査員は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 検査は，すべて事実に基づいて行わなければならない。  

(2) 事実の認定，処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては，常
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に公正な態度を保持しなければならない。  

(3) 職務上知り得た秘密を，正当な理由なくして他に漏らしてはなら

ない。  

 

（取引参加者の義務）  

第５条 取引参加者の役員及び従業員は，検査員から第３条に規定する

要求があった場合には，正当な理由なくこれを拒否することができな

い。  

 

（検査計画）  

第６条 検査は，検査計画に基づいて実施するものとし，毎事業年度の

検査計画は，自主規制委員会がこれを定める。  

２ 検査計画において，当該年度の検査の方針，検査事項，検査方法及

び手続について定めるものとする。  

 

（検査の実施方法及び時期）  

第７条 検査は，取引参加者の本店その他の営業所（以下「店舗」とい

う。）において行う。ただし，本所が当該店舗において行う必要がない

と認めるときは，当該取引参加者が本所に提出する書類により行うこ

とができる。  

２ 本所は，必要があると認めるときはいつでも取引参加者に対して前

項の検査を行うことができる。  

 

（検査の通知）  

第８条 本所は，前条に規定する検査を行う場合は，当該取引参加者に

対して，検査の開始日時，方法及び検査員の氏名その他必要な事項を

通知する。ただし，本所がその必要がないと認めるときは，この限り

でない。  
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（検査員証明書の提示）  

第９条 検査員は，検査業務開始に当たり，取引参加者に検査員証明書

を提示するものとする。  

 

（検査の報告）  

第10条 検査員は，検査を終了したときは，速やかに検査報告書を自主

規制委員会に提出しなければならない。  

 

（注意の喚起等）  

第11条 本所は，検査の結果，取引参加者の行為が法令等に違反してい

る又は違反しているおそれがあると認める場合には，定款による処分

を行うときを除き，当該取引参加者に対し，注意を喚起することがで

きる。  

２ 本所は，前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要が

あると認めるときは，当該取引参加者に対し，改善措置を記載した報

告書等の提出を求めることができる。  

 

（要請等）  

第11条の２ 本所は，検査の結果，取引参加者の業務又は財産の状況が，

法令等に違反する行為が発生することとなるおそれのある状態である

と認める場合には，取引参加者規程による勧告を行うときを除き，当

該取引参加者に対し，当該状態を改善するための所要の措置を講ずる

ことを要請することができる。  

２ 本所は，前項の規定による要請を行った場合において必要があると

認めるときは，当該取引参加者に対し，改善措置を記載した報告書等

の提出を求めることができる。  
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（処分等の基準）  

第12条 本所は，検査の結果に基づき，取引参加者に対し，定款による

処分又は第11条第１項の規定による注意の喚起（以下「処分等」とい

う。）を行うかどうかについては，当該取引参加者の役員又は従業員の

故意又は過失の有無及びその程度その他の事情を総合的に勘案して判

断する。  

 

（勧告等の基準）  

第12条の２ 本所は，検査の結果に基づき，取引参加者に対し，取引参

加者規程による勧告又は第 11条の２第１項の規定による要請（以下「勧

告等」という。）を行うかどうかについては，当該取引参加者の社内管

理体制の状況その他の事情を総合的に勘案して判断する。  

 

（検査結果の通知）  

第13条 本所は，検査を終えた場合は，処分等又は勧告等の内容を含め，

当該検査の結果を当該取引参加者に通知する。  

 

（合同検査等）  

第14条 本所は，日本証券業協会又は一般社団法人金融先物取引業協会

と共同して検査を行うことができる。  

２ 本所は，取引参加者が国内の他の金融商品取引所の会員又は当該金

融商品取引所により取引資格を与えられた者である場合は，当該金融

商品取引所と共同して検査を行うことができる。  

 

 

付 則  

この規程は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  
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この規程は，平成 15年４月２日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 16年９月13日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則   

この規程は，平成 21年６月16日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 25年１月１日から施行する。  

 




